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検討会の開催目的

○ 平成30年７月豪雨や台風21号等により、ガソリンスタンドや危険物倉庫等
の危険物施設においても、浸水や強風等に伴い多数の被害が発生した。消防
庁では、平成30年９月に風水害発生時における危険物保安上の留意事項を関
係事業者団体及び消防機関に通知するとともに、被害事例の収集を行った。

○ これを踏まえ、浸水の高さや風の強さ等と被害の発生状況について整理・
分析を行い、危険物施設における迅速・的確な対応を検証し、危険物施設に
おけるガイドラインを策定する。

検討委員 検討項目

（１）危険物施設における被害の実態
を踏まえた風水害対策に関する事項

（２）AI・IoT等の新技術の活用方策に
関する事項

※１ 令和２年度第１回まで

座長 大谷 英雄 横浜国立大学大学院 環境情報研究院長
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危険物施設の風水害対策のあり方に関する検討報告書（令和２年度）概要

令和元年８月に佐賀県で発生し
た危険物の流出事故

案 資料３－２－１

開催状況

令和元年度
第１回 令和元年 ６月17日
第２回 令和元年 ９月20日
第３回 令和２年 ３月 ６日（書面審議)
令和２年度
第１回 令和２年 ８月５日
第２回 令和２年 12月７日
第３回 令和３年 ３月18日



１ 平成30年中の主な被害に関する調査・分析
○ 平成30年７月豪雨、台風21号及び24号に係る危険物
施設の被害状況について、被害状況の分析、教訓を抽出。
○ 被害状況を地図上にプロットし、ハザードマップと比
較し、相関性があることを確認。
○ 風水害被害を受けた危険物施設事業者に対して、災害
時の応急対策等についてヒヤリングを実施。

２ 他分野の施設における取組み等の調査
○ 他分野の施設（港湾､鉄道､空港等）や米国のハリケー
ン対応マニュアル等を確認し、風水害対策がタイムライ
ンに沿っていることを確認。

危険物施設における被害の実態を踏まえた風水害対策の調査・分析
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強風により、
キャノピーが
倒壊した例

対策例：
止水板の
設置

（参考） 令和元年度中間まとめ 概要

ハザードマップと実際の危険物施設の被害を比較
洪水との比較 土砂災害との比較

危険物施設の風水害対策ガイドラインのとりまとめ
○調査・分析の結果等を踏まえ、危険物施
設の風水害対策を、タイムライン（段
階）を意識した時間区分と風水害種類ご
とのチェックリストを作成

○危険物施設ごとに、共通事項と共通事
項を含んだポイントとチェックリストを
提示

● 防災基本計画で求められた計画の作
成等の具体的方法を示したものとし
て位置づけ

案



防災基本計画の修正を踏まえた危険物施設における風水害対策の推進（令和２年５月29日）
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■令和２年５月の修正
・主に令和元年東日本台風に係る検証を踏まえた修正
・主に令和元年房総半島台風に係る検証を踏まえた修正
・その他最近の施策の進展等を踏まえた修正
→〇事業者による危険物流出事故の防止対策の推進

事業者は，危険物等関係施設が所在する地域の
浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の該当性
並びに被害想定の確認を行うとともに，確認の
結果，風水害により危険物等災害の拡大が想定
される場合は，防災のため必要な措置の検討や，
応急対策にかかる計画の作成等の実施に努める
ものとする。

■危険物保安室からの事務連絡（R2.5.29付け）
○ 管内の危険物等関係施設が所在する並びに被
害想定の確認を行うとともに、危険物施設地
域の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の
該当性における風水害対策の推進

○「危険物施設の風水害ガイドラインについて」
（令和２年３月27日付け消防災第55号・消防
危第86号）を参考にすること

（参考） 防災基本計画（危険物等災害対策編）の修正

全国の消防本部において、
風水害対策を必要とする
危険物施設への周知・指
導を実施

(例１)  東京消防庁に
おいて、立入検
査時に合わせて
対策の必要性を
周知・指導

(例２) 相模原市消防
局において、簡
易版のひな形を
作成し、マニュ
アルの作成促進

案
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令和２年度に実施した「危険物施設の風水害対策のあり方」に関する検討事項

① 現在の災害情報伝達手段を紹介し、活用方法を提示することにより、危険物施設全体に対応した、効果的な風水
害発生時における対応のあり方を示す。

②ＳＩＰ４Ｄ等最新の情報伝達システムを活用し、関係機関の情報連携のあり方を示す。
③ 訓練等による検証を行い、フローチャート等による例示を示すことにより、事業者が効果的に運用できるよう取
りまとめる。

③訓練による検証
※11月に佐賀県
で実施

②最新の情報伝達シス
テムの調査

①情報伝達手段の
紹介

②最新の情報伝達
システムの検討

③事業所対策の
ヒアリング

案



令和２年度に実施した「危険物施設の風水害対策のあり方」に関する主な調査・検討内容

○事業者ヘのヒアリングと訓練による初動対応の確認
佐賀鉄工所(佐賀県大町町)において、過去の浸水被害(油
流出)を踏まえた情報伝達訓練を実施・検証

ガイドラインを踏まえた事業所や関係機関の取組み（例）

訓練の様子

○事業所の設備面における
取組事例
昨年度に引き続き、事業
者に対し、風水害対策の
効果的な施設面の対策に
ついてヒアリング。

壁による敷地外
への流出防止

避難看板 高い位置への
配電盤設置

○関係機関による
対策推進の取組事例

立入検査時に
合わせた指導

○新技術を活用した高度化
・SIP4D等情報共有シス
テムは関係機関との情
報共有に有効

・AI等を用いた被害予測
は今後の活用に期待

SIP4Dのシステム

One Concern社のAIを活用した、
洪水・地震等の災害の被害予測

危険物施設における風水害対策の実効性向上
・事業者向けに、タイムラインに沿った初動対応のフローチャートを作成（スライド６、７）
・地域防災との連携を含めた全体像（イメージ）を整理（スライド８）
➣ガイドラインに追加し、防災基本計画に基づく対策において活用、関係事業所における予防規程に紐づけ

○ 社会実装化が進んでいる情報伝達手段（例）
危険物施設に対応した効果的な情報伝達手段の調査

・危険度の高ま
りの通知サー
ビス（気象庁）

・Lアラート

PUSH型【現在の情報】 PULL型【過去・現在・将来の情報】
・大雨・洪水警報の
危険度分布(気象庁)

・川の防災情報(国土
交通省)

○ 現場と市町村・消防本部等との情報共有（例）
・防災チャットボットを活用した｢消防団スマート情
報システム｣(神戸市)
ＡＩにより集約され、アプリの地図上で一覧できる
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案

訓練から得られた主な教訓
・平常時からの市町村や消防本部等との連携が重要。
・風水害対策に移行するための情報の整理が重要。
・災害発生後、都道府県や国の関係機関等との情報共
有には、SIP4Dのようなツールが効果的。

地域防災計画
の修正等



風水害の危険性
が高まってきた
場合の応急対策

行政情報･避難レベル

●台風に関する
記者会見

●台風に関する
記者会見

●台風に関する記者会見
(特別警報発表の可能性)

●大雨警報・洪水警報
●土砂災害警戒情報
●氾濫警戒情報

(氾濫警戒水位)

●特別警報(大雨･暴風･
高潮・波浪)

●氾濫危険情報
(氾濫危険水位)

●氾濫発生

避難レベル

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

施設側対応

平時からの備え

関係行政機関

発災
（流出）

被害
拡大

消防
市町村

警察

都道府県

消防
市町村

警察
都道府県

水道事業者

水道事業者
｢水質汚濁防止連絡協議会｣等
で情報共有・連携の確認

河川事務所
等

施設内の
拡大防止
地域全体

の
拡大防止

収束・復旧

国土交通省ホームページ「タイムライン(https://www.mlit.go.jp/river/bousai/timeline/）」を改変

●市町村
災対本部

●都道府県
災対本部等

●関係機関
災対本部等

｢水質汚濁防止連絡協議会｣等
で情報共有・連携の確認

危険物施設被害も
災害情報収集･共有

被害収束へ関係機関による対応

○ 施設で実施する対策を逆算して、災害モード
への切り替え（対策開始）時間を決める！

○ 関係機関との連絡調整役の確保を忘れずに！
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台風時に流出が発生した場合の危険物施設の対応タイムライン（例）案

河川事務所
等



検討すべき情報伝達事項

□ 第一報として消防機関に速やかに通報することを指示したか。

□ 被害軽減策及び応急復旧の完了について消防に通報機関することを指示したか。

□ 情報の抜けもれが無いように予め作成した書式を使用したか。

□ 必要に応じて、以下の情報等を消防機関に提供することを検討したか。

・事故発生箇所の写真又はイラスト

・構内配置図（事故発生箇所の記載）

・事業所周囲の浸水状況の写真又はイラスト

　・事業所周囲への危険物漏洩等被害状況の写真又はイラスト

□ 消防機関から情報の追加依頼があれば対応を行ったか。

□ 関係機関に情報共有を行ったか。

□ 情報の抜けもれが無いように予め作成した書式を使用したか。

□ 必要に応じて、以下の情報等を関係機関に提供することを検討したか。

・事故発生箇所の写真又はイラスト

・構内配置図（事故発生箇所の記載）

・事業所周囲の浸水状況の写真又はイラスト

　・事業所周囲への危険物漏洩等被害状況の写真又はイラスト

□ 被害軽減策及び応急復旧の定期的な進捗及び完了したことを関係機関に報告したか。

□ 責任者及び問合せ担当者で協議し、関連情報の認識及び問合せに対する回答方針を確認したか。

□ 必要に応じて、本社広報と役割分担等を確認したか。

□ 問合せ対応者を限定し、情報の一元化を図っているか。

□ 問合せ先、問合せ内容及びその回答の記録を残しているか。

2.関係機関への
　情報共有

2-1 関係機関への情報共有のための準備

□ 事故発生又は発生する可能性が高いことを情報共有しなければならない関係機関（市町村、水質汚濁防止連絡協議会等）を連絡
先リストで再確認したか。

2-2 関係機関へ情報共有

□ 状況に応じて地域住民に情報共有する必要があると判断された場合、事業所スピーカーの使用、自治体への周知依頼（スピー
カー等による周知）を行ったか。

□
継続して情報収集した被害状況又は被害軽減策・応急復旧の実施状況を整理し、第二報等として関係機関に情報共有したか。

1-2 消防機関への通報

風水害に伴う危険
物の流出や火災が
発生した場合の応
急対策
【被害拡大の防
止・軽減】

1.消防機関への
　通報

風水害対策における初動対応のフローチャートⅢ

風水害に伴う危険物の流出や火災が発生した場合の応急対策【被害拡大の防止・軽減】
タイムライン 風水害対策の判断フロー 事故対応のチェックポイント

1-1 消防機関への通報の指示

□ 継続して情報収集した被害状況又は被害軽減策・応急復旧の実施状況を整理し、第二報等として消防機関に通報することを指示
したか。

風水害及び被害の応急復旧等の終息

3.問合せ対応

3-1 事前調整

3-2 問合せ対応

事前調整

問合せ対応完了

問合せ対応 ⑥問合せ記録票

対応状況の報告

外部に提供するもの

関係機関への情報共有のための準備 ④外部・内部関係者リスト

関係機関へ情報共有完了

2-1

3-1

3-2

継続した情報収集・状況把握

②風水害対策のリソース

リスト兼実施状況表

消防機関への通報完了

消防機関への通報 ⑤外部関係者への通報・連絡票1-2

第一報第二報等

定期的

事業所内の対応 事業所外への対応
事故発生・

発生する可能性大

の覚知

消防機関への通報の指示1-1

被害軽減策

・応急復旧の指示

関係機関へ情報共有2-2
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危険物施設の対応タイムラインに対応したフローチャートの活用

事業者と市町村･消防本部等
と情報連絡のタイミングや
共有情報等について調整

平時からの備え

風水害の危険性が高まった
場合の応急対策
[ 警戒～取得した情報から
対策に移行する段階 ]

風水害に伴う危険物の流出
や火災が発生した場合の応
急対策
[被害拡大の防止・軽減]

○チェックリストは、危険物施設の
区分ごとの留意点を重視

○フローチャートは、タイムライン
に沿って実施する項目を重視

○チェックリスト確認しながら、フ
ローチャートを作成することで各
事業所で実効性のある手順、マ
ニュアルが完成するイメージ

○フローチャートの作成の中で、市
町村・消防本部等との情報共有も
合わせて調整する

案
検討すべき情報伝達事項 ガイドラインの項目 （参考）各事業所における計画作成のチェックポイントの具体化例

災害リスク確認 1-1 災害情報の確認と事業所リスクの想定

□ 浸水被害をハザードマップ等で確認しているか。 ①事業所所在地がハザードマップの被害区域に該当しているか確認

□ 土砂災害警戒区域をハザードマップ等で確認しているか。 　□洪水、□内水、□高潮、□津波、□土砂災害、□該当なし

□ 事業所所在地で過去の風水害事例を確認しているか。 ②事業所所在地の過去10年間の風水害被害

□ 避難情報（事業所外避難の場合は、避難所及び避難ルート等）を確認しているか。 　□洪水、□内水、□高潮、□津波、□土砂災害、□被害なし

③避難情報の確認

　事業所外避難の場合　□避難所、□避難ルート

災害リスク確認 ④事業所（危険物施設）の被害想定シナリオ例

　□建物・設備等の破損、□危険物の漏洩、□危険物の漏洩に伴う火災、

　□危険物（禁水性物質等）の水濡れ・停電に伴う温度管理不備等による火災、

　□高温設備（金属溶融炉等）が水に接触して水蒸気爆発、

　□その他（　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

上記情報媒体からの取得手段について以下の内容を確認しているか。 1-2 風水害対策に必要な情報の取得手段の確保

・Push型情報（例：TV等）、Pull型情報（例：ネット等）の把握 ①必要な情報の確認

・Pull型の場合は"誰が""どのくらいの頻度で"取得するかなど確認しているか。 　□予想降雨量、□予想風速、□河川水位、□潮位、

対策の準備・訓練等の実施 　□防災気象情報（例：大雨警報、土砂災害警戒情報、警戒レベル）、

□ 対策資器材の準備、定期的な保守点検を行っているか。 　□避難指示、高齢者等避難、□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 訓練で対策資機材の取扱いを把握しているか。 ②情報媒体

□ 訓練で対策に要する時間、必要な対応要員数を把握しているか。 　□TV・ラジオ、□市町村防災行政無線（屋外スピーカー、戸別受信機）、

　□緊急速報メール（携帯会社各社が運用するサービス）、

　□インターネット：□気象庁HP、□国土交通省HP川の水位情報、□自治体HP

計画等の策定 　　　　　　　　　　□国土交通省地方整備局河川部HP（河川水位等）

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

③情報媒体からの取得手段（特にPull型の場合）

□ 避難の方法、開始判断について避難計画を作成しているか。 　□誰が取得するか（　　　 　）、□どのくらいの頻度で取得するか（　 　　　　）

計画等の策定 2-1 風水害対策に要するリソース（時間、対応要員、資器材）の把握

□ 風水害対策への移行判断責任者を定めているか。 ①時間・対応要員を要する風水害対策

□ 移行判断責任者不在（外出・夜間等）を想定して、代理を定めているか。 　□止水板・土のうの設置、□移動タンク貯蔵所の高所への移動、

計画等の策定 　□高温設備（金属溶融炉等）を安全な状態とする対応、

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②対策に要するリソース　□時間（　　　　　　）、□対応要員数（　　　　　　　）

2-2 風水害対策への移行判断基準の検討

①風水害対策の移行判断基準

　□（　　　　　　　　　　　　）前時点で台風の予想進路上にある場合

□ 対策移行判断時に伝達する内容を記載した書式を予め作成しているか。 　□防災気象情報（　　　　　　　　　　　　）以上の発表

　□隣接河川水位（　　　　　　　　　　　　）以上の上昇

□ 事業所内の対策実施状況を管理するための書式を予め作成しているか。 　□時間降水量（　　　　　　　　　　　　　）以上の観測

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

計画等の策定 2-3 風水害対策への移行判断責任者の選任

①移行判断責任者　□移行判断責任者（　　 　 　　　）、□代理（　　　　  　　）

2-4 外部・内部関係者への連絡の検討

訓練等の実施 ①外部関係者　□消防機関、□市町村、□その他（　　　　 　　 　　　　　　　　）

②外部関係者への情報提供

　□事業所概要（企業名・事業所名・住所・主要製品・主要工程等）、

□ 関係機関への情報伝達する際の書式を予め作成しているか。 　□危険物施設・危険物情報（種類・量等）、□風水害対策と対策移行判断基準、

　□構内配置図、事業所周囲が把握できる地図、□その他（　　　　　　  　　　　）

□ 事業所内で情報共有するための手段を確保しているか（放送設備、一斉メール等）。 3-1 消防機関への通報方法の検討

計画等の策定 ①消防機関への通報先　□119番通報、□消防機関担当者、□その他（　  　 　　　）

□ 事業所と本社広報で問合せ対応の分担を協議しているか。 3-2 関係機関への情報伝達方法の検討

□ 問合せ対応者を定めているか（限定して情報の一元管理）。 ①関係機関　□市町村、□水質汚濁防止連絡協議会、□その他（　　　　  　　　　）

□ 問合せ及び回答内容を記録する書式を予め作成しているか。 3-3 問合せ対応準備

①問合せ担当者の選任　□問合せ担当者（　　　　　  　　　　　　　　　　　　　）

2.取得した情報か
　ら対策への移行
　体制の構築

2-1 風水害対策に要するリソース（時間、対応要員、資器材）の把握

風水害対策計画の作成フロー

□ 平時から外部関係者と協議し、基本情報（事業所概要、危険物情報、図面等）の提供、対策移行判断時に伝達する内容を確認
しているか。

□ 上記情報を取得できる情報媒体（TV・ラジオ、緊急速報メール、インターネット等）を把握し、リスト化しているか。

□

□ 対策を移行したことを連絡しなければならない外部関係者（消防機関、市町村、その他関係機関等）及び内部関係者（本社、
他事業所等）を把握し、連絡先リストを作成しているか。

□
夜間・休日等で対応要員が不足する場合は、参集ルール作成や一斉メール等の連絡手段を確保しているか。

2-2 風水害対策への移行判断基準の検討

□ 消防機関への通報以外に連絡すべきその他の関係機関（市町村、水質汚濁防止連絡協議会等）を把握し、連絡先リストを作成
しているか。

3-3 問合せ対応準備

風水害対策計画に盛り込む

3.災害発生時の
　連絡体制の構築

3-1 消防機関への通報方法の検討

□ 平時から消防機関と協議し、通報先（119番通報、消防機関担当者等）、通報時に伝達する内容を確認してるか。また、書式
を予め作成しているか。

3-2 関係機関への情報伝達方法の検討

風水害対策における初動対応のフローチャートⅠ   

平時からの事前の備え
タイムライン 計画作成のチェックポイント

平時からの
事前の備え

1.災害情報の確認
　と取得手段の確
　保

1-1 災害情報の確認と事業所リスクの想定

□ 事業所情報（製造工程、危険物等）と想定される風水害被害から、事業所（危険物施設）で最も大きな被害想定シナリオを把
握しているか。

□ 風水害対策への移行判断基準を定めているか（判断の誤りを防ぐため、対策移行判断の条件は、可能であれば複数ある方が望
ましい）。

2-3 風水害対策への移行判断責任者の選任

2-4 外部・内部関係者への連絡の検討

1-2 風水害対策に必要な情報の取得手段の確保

□ 風水害対策に必要な情報（予想降雨量・風速、河川水位、潮位、防災気象情報、避難指示等）を確認しているか。

開始

災害情報の確認と事業所リスクの想定

風水害対策に必要な情報の取得手段の確保
①風水害対策に必要な情報リスト

情報取得体制の構築

風水害対策への移行判断基準の検討
③風水害対策への移行判断基準

風水害対策への移行体制の構築

消防機関への通報方法の検討
⑤外部関係者への通報・連絡票

連絡体制・問合せ対応の構築

風水害対策に要するリソースの把握
②風水害対策のリソースリスト兼実施状況表

風水害対策への移行判断責任者の選任

外部・内部関係者への連絡の検討
④外部・内部関係者リスト

⑤外部関係者への通報・連絡票

②風水害対策のリソースリスト兼実施状況表

関係機関への情報伝達方法の検討
④外部・内部関係者リスト

⑤外部関係者への通報・連絡票

問合せ対応準備
⑥問合せ記録票

1-1

1-2

2-1

2-2

2-3

2-4

3-1

3-2

3-3

検討すべき情報伝達事項

□ 風水害対策に必要な情報の収集を開始し、風水害の危険性があるか確認したか。

・気象庁HPの早期注意情報（警報級の可能性）等を確認

・風水害の危険性が高まる時期、地域及び規模の確認

□ 風水害の危険性と対象地域から、事業所への影響の可能性があるか。

□ 事業所への影響の可能性が想定される場合、風水害対策への移行判断責任者又は代理に報告したか。

□ 風水害対策への移行判断責任者又は代理は、今後の対応方針について検討したか。

□ 今後の検討方針を対応要員に指示したか。

・今後も継続して風水害対策に必要な情報の収集

・対策準備の開始

□ 風水害対策の内容、対策に要する時間、対応要員数及び資機材を再確認したか。

□ 対策移行判断基準を再確認したか。

□ 避難の開始判断基準及び避難方法を再確認したか。

□ 判断に必要な風水害対策に必要な情報の取得手段を再確認したか。

□ 対策移行判断時に外部関係者に伝達する内容を記載した書式の保管場所（電子ファイル）を確認したか。

□ 情報を共有できる手段（一斉メール等の連絡手段、事業所内の放送設備等）が使用できるか確認したか。

□ 対策移行基準に達すると想定される時期において、勤務体系（平日昼間or夜間・休日）及び対応要員数を確認したか。

□ 上記で対応要員数が不足すると想定される場合は、参集ルールに基づき、連絡手段を通じて対応要員を確保できるか。

□ 上記情報を対策移行の判断責任者若しくは代理に報告しているか。

□ 判断責任者又は代理と対応要員とで、対策移行する際の手順等を最終確認したか。

□ 事業所内に対策移行したことを周知し、対策実施を指示したか。

□ 対策を移行したことを連絡しなければならない外部関係者（消防機関、市町村、その他関係機関等）に連絡を行ったか。

□ 対策を移行したことを連絡しなければならない内部関係者（企業内：本社、他事業所等）に連絡を行ったか。

□ 風水害対策が完了したことを判断責任者若しくは代理に報告したか。

□ 事業所内の巡回等、継続してモニタリングを行っているか。

□ 風水害対策に必要な情報を継続して取得し、必要に応じて対応レベルを変更する判断を行っているか。

対策を移行したことを連絡しなければならない外部関係者（消防機関、市町村、その他関係機関等）及び内部関係者（本社、他事業所等）を連絡先リストで再確認し
たか。

□

風水害対策における初動対応のフローチャートⅡ 

風水害の危険性が高まった場合の応急対策【警戒～取得した情報から対策に移行する段階】
タイムライン 警戒活動等のチェックポイント

風水害の危険性が
高まった場合の応
急対策
【警戒～取得した
情報から対策に移
行する段階】

1.情報収集と対
　応方針の決定

1-1 情報収集と事業所への影響判断

1-2 風水害対策への移行判断責任者へ報告

1-3 対応方針の検討

2.対策準備

2-1 風水害対策及び必要なリソースの再確認

2-2 風水害対策への移行判断基準の確認

2-3 外部・内部関係者への連絡準備

□

対策移行時期を検討するにあたり、以下を考慮しているか。
・風水害対策に必要な情報と対策移行基準の比較
・対策に要する時間
・勤務体系、対応要員数（参集予定を含む）
・避難開始判断のタイミング

風水害における危険性の終息

風水害対策の判断フロー

4.対策実施及び
　継続モニタリ
　ング

4-1 事業所内への周知及び対策実施の指示

4-2 外部・内部関係者への連絡

4-3 風水害対策完了の報告

3.対策移行判断

3-1 風水害対策に必要な情報を定期的に確認

□ 風水害対策に必要な情報を取得できる以下の情報媒体から現状及び今後の予測を定期的に確認しているか。
・Push型情報媒体の確認
・Pull型情報媒体は一定期間ごとに対応要員自らがアクセスして確認

3-2 対策移行時期の検討

風水害の危険性が高まるおそれ

対策準備の完了

風水害対策に必要な情報を定期的に確認

①風水害対策に必要な情報リスト

事業所内への周知及び対策実施の指示

外部・内部関係への連絡

④外部・内部関係者リスト ⑤外部関係者への通報・連絡票

情報収集と事業所への影響判断

①風水害対策に必要な情報リスト

風水害対策への移行判断責任者への報告

1-1

対応方針の決定

1-2

対応方針の検討1-3

風水害対策及び必要なリソースの再確認

②風水害対策のリソースリスト兼実施状況表

風水害対策への移行判断基準の確認

③風水害対策への移行判断基準

2-1

2-2

2-3
外部・内部関係者への連絡準備

④外部・内部関係者リスト ⑤外部関係者への通報・連絡票

4-1

4-2

対策移行判断

対策移行時期の検討

③風水害対策への移行判断基準 ②風水害対策のリソースリスト兼実施状況表

3-1

3-2

4-3
風水害対策完了の報告

②風水害対策のリソースリスト兼実施状況表

風水害対策完了と継続モニタリング

（対応レベルを上げる場合は3-1へ）
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危険物施設の風水害対策ガイドラインを活用した対策の全体像（イメージ）

危険物施設の
風水害対策
ガイドライン

事業者で自ら
が実施する
対策・計画

事業者と
市町村等が
連携する
対策・計画

訓練・
災害対応

ハザードマッ
プによる災害
の確認

各事業所に合わせた災害対策
(施設設備･資機材・情報等) チェックリスト

を活用した確認

フローチャート･
様式を活用した
マニュアル作成
・段取りの確認

タイムライン
の確認

各事業者と市町村･消防本部
等と情報連絡のタイミング
や共有情報等について調整

立入検査等の
機会等も活用

事業者単独
の訓練

事業者と関係機
関連携の訓練
情報伝達の確認
も含む

実災害対応

検証・教訓
の確認

情報共有システム
の確認等

案

検討すべき情報伝達事項 ガイドラインの項目 （参考）各事業所における計画作成のチェックポイントの具体化例

災害リスク確認 1-1 災害情報の確認と事業所リスクの想定

□ 浸水被害をハザードマップ等で確認しているか。 ①事業所所在地がハザードマップの被害区域に該当しているか確認

□ 土砂災害警戒区域をハザードマップ等で確認しているか。 　□洪水、□内水、□高潮、□津波、□土砂災害、□該当なし

□ 事業所所在地で過去の風水害事例を確認しているか。 ②事業所所在地の過去10年間の風水害被害

□ 避難情報（事業所外避難の場合は、避難所及び避難ルート等）を確認しているか。 　□洪水、□内水、□高潮、□津波、□土砂災害、□被害なし

③避難情報の確認

　事業所外避難の場合　□避難所、□避難ルート

災害リスク確認 ④事業所（危険物施設）の被害想定シナリオ例

　□建物・設備等の破損、□危険物の漏洩、□危険物の漏洩に伴う火災、

　□危険物（禁水性物質等）の水濡れ・停電に伴う温度管理不備等による火災、

　□高温設備（金属溶融炉等）が水に接触して水蒸気爆発、

　□その他（　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

上記情報媒体からの取得手段について以下の内容を確認しているか。 1-2 風水害対策に必要な情報の取得手段の確保

・Push型情報（例：TV等）、Pull型情報（例：ネット等）の把握 ①必要な情報の確認

・Pull型の場合は"誰が""どのくらいの頻度で"取得するかなど確認しているか。 　□予想降雨量、□予想風速、□河川水位、□潮位、

対策の準備・訓練等の実施 　□防災気象情報（例：大雨警報、土砂災害警戒情報、警戒レベル）、

□ 対策資器材の準備、定期的な保守点検を行っているか。 　□避難指示、高齢者等避難、□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 訓練で対策資機材の取扱いを把握しているか。 ②情報媒体

□ 訓練で対策に要する時間、必要な対応要員数を把握しているか。 　□TV・ラジオ、□市町村防災行政無線（屋外スピーカー、戸別受信機）、

　□緊急速報メール（携帯会社各社が運用するサービス）、

　□インターネット：□気象庁HP、□国土交通省HP川の水位情報、□自治体HP

計画等の策定 　　　　　　　　　　□国土交通省地方整備局河川部HP（河川水位等）

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

③情報媒体からの取得手段（特にPull型の場合）

□ 避難の方法、開始判断について避難計画を作成しているか。 　□誰が取得するか（　　　 　）、□どのくらいの頻度で取得するか（　 　　　　）

計画等の策定 2-1 風水害対策に要するリソース（時間、対応要員、資器材）の把握

□ 風水害対策への移行判断責任者を定めているか。 ①時間・対応要員を要する風水害対策

□ 移行判断責任者不在（外出・夜間等）を想定して、代理を定めているか。 　□止水板・土のうの設置、□移動タンク貯蔵所の高所への移動、

計画等の策定 　□高温設備（金属溶融炉等）を安全な状態とする対応、

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②対策に要するリソース　□時間（　　　　　　）、□対応要員数（　　　　　　　）

2-2 風水害対策への移行判断基準の検討

①風水害対策の移行判断基準

　□（　　　　　　　　　　　　）前時点で台風の予想進路上にある場合

□ 対策移行判断時に伝達する内容を記載した書式を予め作成しているか。 　□防災気象情報（　　　　　　　　　　　　）以上の発表

　□隣接河川水位（　　　　　　　　　　　　）以上の上昇

□ 事業所内の対策実施状況を管理するための書式を予め作成しているか。 　□時間降水量（　　　　　　　　　　　　　）以上の観測

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

計画等の策定 2-3 風水害対策への移行判断責任者の選任

①移行判断責任者　□移行判断責任者（　　 　 　　　）、□代理（　　　　  　　）

2-4 外部・内部関係者への連絡の検討

訓練等の実施 ①外部関係者　□消防機関、□市町村、□その他（　　　　 　　 　　　　　　　　）

②外部関係者への情報提供

　□事業所概要（企業名・事業所名・住所・主要製品・主要工程等）、

□ 関係機関への情報伝達する際の書式を予め作成しているか。 　□危険物施設・危険物情報（種類・量等）、□風水害対策と対策移行判断基準、

　□構内配置図、事業所周囲が把握できる地図、□その他（　　　　　　  　　　　）

□ 事業所内で情報共有するための手段を確保しているか（放送設備、一斉メール等）。 3-1 消防機関への通報方法の検討

計画等の策定 ①消防機関への通報先　□119番通報、□消防機関担当者、□その他（　  　 　　　）

□ 事業所と本社広報で問合せ対応の分担を協議しているか。 3-2 関係機関への情報伝達方法の検討

□ 問合せ対応者を定めているか（限定して情報の一元管理）。 ①関係機関　□市町村、□水質汚濁防止連絡協議会、□その他（　　　　  　　　　）

□ 問合せ及び回答内容を記録する書式を予め作成しているか。 3-3 問合せ対応準備

①問合せ担当者の選任　□問合せ担当者（　　　　　  　　　　　　　　　　　　　）

2.取得した情報か
　ら対策への移行
　体制の構築

2-1 風水害対策に要するリソース（時間、対応要員、資器材）の把握

風水害対策計画の作成フロー

□ 平時から外部関係者と協議し、基本情報（事業所概要、危険物情報、図面等）の提供、対策移行判断時に伝達する内容を確認
しているか。

□ 上記情報を取得できる情報媒体（TV・ラジオ、緊急速報メール、インターネット等）を把握し、リスト化しているか。

□

□ 対策を移行したことを連絡しなければならない外部関係者（消防機関、市町村、その他関係機関等）及び内部関係者（本社、
他事業所等）を把握し、連絡先リストを作成しているか。

□
夜間・休日等で対応要員が不足する場合は、参集ルール作成や一斉メール等の連絡手段を確保しているか。

2-2 風水害対策への移行判断基準の検討

□ 消防機関への通報以外に連絡すべきその他の関係機関（市町村、水質汚濁防止連絡協議会等）を把握し、連絡先リストを作成
しているか。

3-3 問合せ対応準備

風水害対策計画に盛り込む

3.災害発生時の
　連絡体制の構築

3-1 消防機関への通報方法の検討

□ 平時から消防機関と協議し、通報先（119番通報、消防機関担当者等）、通報時に伝達する内容を確認してるか。また、書式
を予め作成しているか。

3-2 関係機関への情報伝達方法の検討

風水害対策における初動対応のフローチャートⅠ   

平時からの事前の備え
タイムライン 計画作成のチェックポイント

平時からの
事前の備え

1.災害情報の確認
　と取得手段の確
　保

1-1 災害情報の確認と事業所リスクの想定

□ 事業所情報（製造工程、危険物等）と想定される風水害被害から、事業所（危険物施設）で最も大きな被害想定シナリオを把
握しているか。

□ 風水害対策への移行判断基準を定めているか（判断の誤りを防ぐため、対策移行判断の条件は、可能であれば複数ある方が望
ましい）。

2-3 風水害対策への移行判断責任者の選任

2-4 外部・内部関係者への連絡の検討

1-2 風水害対策に必要な情報の取得手段の確保

□ 風水害対策に必要な情報（予想降雨量・風速、河川水位、潮位、防災気象情報、避難指示等）を確認しているか。

開始

災害情報の確認と事業所リスクの想定

風水害対策に必要な情報の取得手段の確保
①風水害対策に必要な情報リスト

情報取得体制の構築

風水害対策への移行判断基準の検討
③風水害対策への移行判断基準

風水害対策への移行体制の構築

消防機関への通報方法の検討
⑤外部関係者への通報・連絡票

連絡体制・問合せ対応の構築

風水害対策に要するリソースの把握
②風水害対策のリソースリスト兼実施状況表

風水害対策への移行判断責任者の選任

外部・内部関係者への連絡の検討
④外部・内部関係者リスト

⑤外部関係者への通報・連絡票

②風水害対策のリソースリスト兼実施状況表

関係機関への情報伝達方法の検討
④外部・内部関係者リスト

⑤外部関係者への通報・連絡票

問合せ対応準備
⑥問合せ記録票

1-1

1-2

2-1

2-2

2-3

2-4

3-1

3-2

3-3
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